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来
を
変
え
る
元
気
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の
交
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に
関
す
る
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る

事
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の
地
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民
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等
に
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す
る
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の
一
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を
改
正

す
る
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令
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新
型
コ
ロ
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ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
域
経
済
対
策
事
業
費

補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
未
来
を
変
え
る
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任

等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
未
来
を
変
え
る
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の

委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
未
来
を
変
え
る
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任

等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
、
「
並
び
に
専
決
」
を
削

る
。第

二
条
及
び
第
三
条
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
専
決
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
域
県
民
局
の
地
域

連
携
部
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
、
「
あ
ら
か
じ
め
地
域
県
民
局
長
の
承
認
を
得
て
地
域

連
携
部
長
が
指
定
す
る
職
員
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
の
庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所

長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
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関

青
森
県
元
気
な
地
域
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の

委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
元
気
な
地
域
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長

へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
元
気
な
地
域
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
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委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

題
名
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
、
「
並
び
に
専
決
」
を
削

る
。第

二
条
及
び
第
三
条
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
専
決
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
域
県
民
局
の
地
域

連
携
部
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
、
「
あ
ら
か
じ
め
地
域
県
民
局
長
の
承
認
を
得
て
地
域

連
携
部
長
が
指
定
す
る
職
員
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
の
庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所

長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
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甲
第
十
九
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
域
経
済
対
策
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事

務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
域
経
済
対
策
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す

る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
域
経
済
対
策
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事

務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
、
「
並
び
に
専
決
」
を
削

る
。第

二
条
及
び
第
三
条
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
専
決
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
域
県
民
局
の
地
域

連
携
部
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
、
「
あ
ら
か
じ
め
地
域
県
民
局
長
の
承
認
を
得
て
地
域

連
携
部
長
が
指
定
す
る
職
員
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
の
庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所

長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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